
7．2019年以降の防衛計画大綱

❖平成31 年度以降に係る防衛計画の大綱（抜粋）❖
平成30年（2018年）12月18日 国家安全保障会議決定

  閣議決定
Ⅰ 策定の趣旨

我が国は、戦後一貫して、平和国家としての道を歩んできた。これは、平和主義の理念の下、先人達
の不断の努力によって成し遂げられてきたものである。

我が国政府の最も重大な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国
民の生命・身体・財産、そして、領土・領海・領空を守り抜くことである。これは、我が国が独立国家と
して第一義的に果たすべき責任であり、我が国が自らの主体的・自主的な努力によってかかる責任
を果たしていくことが、我が国の安全保障の根幹である。我が国の防衛力は、これを最終的に担保す
るものであり、平和国家である我が国の揺るぎない意思と能力を明確に示すものである。そして、我
が国の平和と安全が維持されることは、我が国の繁栄の不可欠の前提である。

（略）
我が国は、その中にあっても、平和国家としてより力強く歩んでいく。そのためには、激変する安

全保障環境の中、我が国自身が、国民の生命・身体・財産、領土・領海・領空、そして、主権・独立は主体的・
自主的な努力によって守る体制を抜本的に強化し、自らが果たし得る役割の拡大を図っていく必要
がある。今や、どの国も一国では自国の安全を守ることはできない。日米同盟や各国との安全保障協
力の強化は、我が国の安全保障にとって不可欠であり、我が国自身の努力なくしてこれを達成する
ことはできない。国際社会もまた、我が国が国力にふさわしい役割を果たすことを期待している。

今後の防衛力の強化に当たっては、以上のような安全保障の現実に正面から向き合い、従来の延
長線上ではない真に実効的な防衛力を構築するため、防衛力の質及び量を必要かつ十分に確保して
いく必要がある。特に、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域については、我が国としての優位
性を獲得することが死活的に重要となっており、陸・海・空という従来の区分に依拠した発想から完
全に脱却し、全ての領域を横断的に連携させた新たな防衛力の構築に向け、従来とは抜本的に異な
る速度で変革を図っていく必要がある。一方、急速な少子高齢化や厳しい財政状況を踏まえれば、過
去にとらわれない徹底した合理化なくして、かかる防衛力の強化を実現することはできない。

日米同盟は、我が国自身の防衛体制とあいまって、引き続き我が国の安全保障の基軸であり続け
る。上述のとおり、我が国が独立国家としての第一義的な責任をしっかりと果たしていくことこそが、
日米同盟の下での我が国の役割を十全に果たし、その抑止力と対処力を一層強化していく道であり、
また、自由で開かれたインド太平洋というビジョンを踏まえ、安全保障協力を戦略的に進めていく
ための基盤である。

（略）

Ⅱ 我が国を取り巻く安全保障環境
（略）
Ⅲ 我が国の防衛の基本方針

我が国は、国家安全保障戦略を踏まえ、積極的平和主義の観点から、我が国自身の外交力、防衛力
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等を強化し、日米同盟を基軸として、各国との協力関係の拡大・深化を進めてきた。また、この際、日
本国憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本方針に従い、
文民統制を確保し、非核三原則を守ってきた。

今後とも、我が国は、こうした基本方針等の下で、平和国家としての歩みを決して変えることはな
い。その上で、我が国は、これまでに直面したことのない安全保障環境の現実の中でも、国民の生命・
身体・財産、領土・領海・領空及び主権・独立を守り抜くといった、国家安全保障戦略に示した国益を守っ
ていかなければならない。このため、我が国の防衛について、その目標及びこれを達成するための手
段を明示した上で、これまで以上に多様な取組を積極的かつ戦略的に推進していく。

（略）
これらの防衛の目標を確実に達成するため、その手段である我が国自身の防衛体制、日米同盟及

び安全保障協力をそれぞれ強化していく。これは、格段に変化の速度を増し、複雑化する安全保障環
境に対応できるよう、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域における優位性を早期に獲得する
ことを含め、迅速かつ柔軟に行っていかなければならない。

また、核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心とする米国の拡大抑止が不可欠であり、我が国は、
その信頼性の維持・強化のために米国と緊密に協力していくとともに、総合ミサイル防空や国民保
護を含む我が国自身による対処のための取組を強化する。同時に、長期的課題である核兵器のない
世界の実現へ向けて、核軍縮・不拡散のための取組に積極的・能動的な役割を果たしていく。
１ 我が国自身の防衛体制の強化

（略）
（１）総合的な防衛体制の構築

これまでに直面したことのない安全保障環境の現実に正面から向き合い、防衛の目標を確実に達
成するため、あらゆる段階において、防衛省・自衛隊のみならず、政府一体となった取組及び地方公
共団体、民間団体等との協力を可能とし、我が国が持てる力を総合する防衛体制を構築する。特に、
宇宙、サイバー、電磁波、海洋、科学技術といった分野における取組及び協力を加速するほか、宇宙、
サイバー等の分野の国際的な規範の形成に係る取組を推進する。

（略）
２ 日米同盟の強化

日米安全保障条約に基づく日米安全保障体制は、我が国自身の防衛体制とあいまって、我が国の
安全保障の基軸である。また、日米安全保障体制を中核とする日米同盟は、我が国のみならず、イン
ド太平洋地域、さらには国際社会の平和と安定及び繁栄に大きな役割を果たしている。

（略）

Ⅳ 防衛力強化に当たっての優先事項
１ 基本的考え方（略）
２ 領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項

（１）宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力の獲得・強化
領域横断作戦を実現するため、優先的な資源配分や我が国の優れた科学技術の活用により、宇宙・

サイバー・電磁波といった新たな領域における能力を獲得・強化する。この際、新たな領域を含む全
ての領域における能力を効果的に連接する指揮統制・情報通信能力の強化・防護を図る。

（略）

Ⅴ 自衛隊の体制等（略）／Ⅵ 防衛力を支える要素（略）／Ⅶ 留意事項（略）

出典：防衛省HP
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2019/pdf/20181218.pdf
アクセス日：2020年4月1日
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